
令和７年度 第 10回 旭区行政連絡調整会議議案書 （議事要旨） 

と き：令和８年３月 19日（木）午前 10時～ 

ところ：旭区役所３階会議室及びＷＥＢ 

１ 開会 

２ 区長あいさつ 

３ 各官公署・事業所事業予定及び連絡調整事項について 

（１）旭警察署 

      ・旭区の犯罪発生状況と、人身交通事故発生状況について報告。２月までの累計で

あるため、前年度と同水準となっている。 

   ・４月１日に改正される道路交通法について説明。この契機に自転車の正しい利用

の仕方を知っていただき交通事故を減らしてまいりたい。 

 

（２）旭消防署 

・火災概況について、２月に３件の火災が発生した。令和８年になって累計７件と

なっている。 

・救急出場件数は、令和８年の旭救急隊 1,229 件、大阪市全体では 41,696 件となっ

ている。 

 前年と比べ大阪市全体で 3,416 件減少している。 

   ・３月７日に開催した旭防火・防災フェスタ 2026 のお礼。 

 

（３）環境局 城北環境事業センター 

   ・連絡事項なし。 

 

（４）建設局 中浜工営所 

    ・連絡事項なし。 

 

（５）建設局 鶴見緑地公園事務所 

   欠席 

 

（６）財政局 京橋市税事務所 

   ・連絡事項なし。 

 

（７）こども青少年局 保育・幼児教育センター 

   ・連絡事項なし。 



 

（８）水道局 東部水道センター 

   欠席 

 

（９）旭図書館 

・４月 23日はこども読書の日となっている。 

・子どもたちが図書館に親しんで、本を読む楽しさを知ってもらうように、また

子どもの学習推進について、市民の皆さまに知っていただくよう「こども読書

の日記念事業」位置づけたおはなし会等を実施。 

 

（10）芸術創造館 

    ・グランドピアノを弾いてみようという事業を実施。 

    ・３月まで大練習室改修工事を実施中。今まで練習場という位置づけだったが、

用途が劇場に変更となった。 

 

（11）旭区民センター 

   ・４月１日より指定管理者が変更となる。大阪市コミュニティ協会が新しい指定管

理者となる。 

     

（12）（社福）旭区社会福祉協議会 

・３月１日に区社協だより第 92号を発行。各地域のふれあい喫茶や助成金等の情

報を掲載。 

 

（13）旭区老人福祉センター 

   ・エレベーターの改修工事を実施。３月 23日から４月 24日はエレベーターが使用

不可となる。 

 

（14）旭区役所 

・連絡事項なし 


